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ESG 経営におけるビジネスと人権 

      ～企業の社会的責任の観点から～ 

 

 ESG 経 営 の 重 要 性 を 認 識 し 、 経 営 方 針 の 中 に 取 り 組 ん で い く こ と は 、 今 日 に
お い て 常 識 と な って お り 、企 業 が 利 益 第 一 主 義 で は な く 、広 く 社 会 全 体 の 視 点 か
ら 社 会 的 責 任 を 果 た す 意 味 が あ る 。 ESG へ の 対 応 は 、 世 の 中 の 潮 流 に 沿 っ た 考
え 方 で あ り 、 企 業 の 経 営 陣 は 、 経 営 に 活 か して い く こ と が 求 め ら れ て い る 。  

ESG 経 営 の 中 で 、 人 権 に つ い て は 、 児 童 労 働 や 安 価 か つ 劣 悪 な 労 働 環 境 で の
強 制 労 働 、 ⻑ 時 間 労 働 の 恒 常 化 等 が 過 去 に 問 題 と な り 、 2011 年 に 国 連 人 権 理 事
会 で「 ビ ジ ネ ス と 人 権 に 関 す る 指 導 原 則 」が 採 択 さ れ 、企 業 に と って 人 権 尊 重 を
意 識 し た 経 営 が 必 要 と な って い る 。  
 企 業 に と って 人 権 問 題 の 不 祥 事 を 発 生 さ せ る こ と は 、個 人 の 人 権 尊 重 と い う 根
本 問 題 に か か わ る だ け に 、 社 会 か ら の 関 心 も 高 く 、 SNS 等 で 瞬 く 間 に 人 権 不 祥
事 の 事 実 が 拡 散 し マ ス コ ミ 報 道 に つ な が り 、 不 買 運 動 等 に も 直 結 す る 問 題 を は
ら ん で い る 。し か も 、経 営 者 に と って 、自 社 及 び グル ー プ 会 社 に と ど ま ら ず、サ
プラ イ チ ェ ー ン も 含 め て 広 く 注 意 を 払 わ な く て な ら な い 困 難 な 面 も あ る 。  

そ こ で 、 今 回 の 国 際 シ ン ポ ジ ウム に お い て は 、 ビ ジ ネ ス と 人 権 問 題 に つ い て 、
主 要 国 の 法 令 を 確 認 し た 上 で 、 2022 年 ９ 月 に 経 済 産 業 省 か ら 公 表 さ れ た 「 責 任
あ る サ プラ イ チ ェ ー ン 等 に お け る 人 権 尊 重 の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」も 参 考 に し つ
つ 、 企 業 と して の 具 体 的 な 対 応 や 留 意 点 に つ い て 検 討 ・ 報 告 す る こ と に し た い 。 
 


